
 

 記者発表資料（４）  福 島 市 

 

令和５年１２月２１日 
 

海外からの避難者を支援します！ 
～海外からの避難者等支援基金創設～ 

 

 世界では、ウクライナ侵攻やイスラエル・パレスチナ情勢の悪化などにより紛争に巻き込

まれ、多くの方々が住み慣れた土地からの避難を余儀なくされています。 

 本市においても、家族を伴って海外から避難される方々が存在します。 

 そこで、本市に避難された方々の生活を市民一丸でサポートするため、基金を創設します。

皆様からのご支援をお願いします。 

  

記 

 

１ 基金の概要 

  福島市国際交流協会が市民や企業等からの寄付金を積み立て、国家間や地域での紛争に 

 よりその国や地域に居住することが困難となり本市に避難をした方を対象に、基金残高の 

 範囲内から生活に必要な資金を支給するもの。 

 

２ 支給対象者 

  次に掲げる要件をすべて満たす方 
（１）他国からの軍事侵攻や内戦の影響等によって日本へ避難し、日本国政府から軍事侵攻

や内戦による「避難民であることの証明書」等の発給を受けた方 
（２）福島市内に住民登録し、居住する方 
 ※以上のほか、事情を勘案し市協会が特に認める方 
 

３ 支援内容 

（１）寄付額に応じて支援金を決定 

（２）避難者個人の金融機関口座への振込もしくは現金支給 

 

４ 基金への寄付金協力 

（１）本日より本基金を創設し、寄付の受付を開始 

（２）次のいずれかの方法により寄付を受付 

  ①金融機関への振込 

   東邦銀行／福島市役所支店 普通 口座番号：１９７８４７ 

   口座名義／フクシマシコクサイコウリュウキョウカイ 

   ※振込手数料は寄付者負担 

  ②現金（窓口での寄付） 

   市民・文化スポーツ部定住交流課内 外国人生活相談窓口 もしくは 

   福島市多文化共生センター「Yuiverse」（曽根田町１－１８MAXふくしま３階）  

 ※本基金への寄付は、税制上の控除を受けることはできません。 

   

５ 参考 

  令和５年１１月末現在、ウクライナから本市への避難者４人（成年２人、未成年２人） 
 

          
担当：福島市国際交流協会（事務局：定住交流課） 

   課長 近藤、係長 伊東 電話024-525-3739（直通） 

 




